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ジャラン     ジャラン
　 霞が関 on line
　　　　　 その５ 経済産業省編

ジャランジャラン：インドネシア語で、散歩する、という意味。

注 1)　ここでの考え方等につきまして

は、筆者個人によるもので、公共建

築協会とは、関係ありません。

注 2)　下線部分にリンクを貼った PDF

を、当協会ウェブサイト上で公開し

ています。

　先月号では、誌面の都合で、お休

みとなり、楽しみにしておられた読

者の皆さまには、申し訳ありません

でした。さて、心も新たに、今回は、

経済産業省のホームページをジャラ

ンジャランしてみました。

　まず、トップページを見て、バ

ナーの部分を見ておりますと、地域

経済分析システム・RESAS という

ものがありました。以前、NHK の

番組で、取引にかかるビッグデータ

を用いて、地域の強みになっている

企業を探して支援する、というシス

テムがあることを紹介していました

が、ここに紹介されているのか、と

思った次第です。早速、いじってみ

ますと、なかなか、興味深く、ここ

で、見ることができるデータの転載

も、出典を明らかにすれば、だいた

い、活用できる、ということでした

ので、公共機関、シンクタンク系の

方などには、使いやすいものなので

はないでしょうか。

　次に、組織について、見てみまし

た。「経済産業省について」をクリッ

クしますと、経済産業省の仕組みの

中から、組織図に飛ぶことができま

した。経済産業政策に始まり、通商・

貿易、産業、製造、商務情報、資源

エネルギー、特許、中小企業と日本

にとって、重要な業務を担っている

ことがわかります。また、経済産業

省へのアクセスをみてみると、近く

を入っている地下鉄からの出口の番

号まで書かれていて、さらには、本

館、別館のフロア案内も出ているの

で、どちらの庁舎に近い出口はどこ

かな、と探せます。ここで、ちょっ

と、驚き。郵便番号というのがあり

まして、経済産業省と外局でわけて

いました。

　おっ、「キッズページ」という

のが、眼に飛び込んできました。

簡単に概要を知るには、ここが一

番かな、と思ってクリックします

と、これは、不思議。「ミライーノ

ひろば」というのが出てきました。

「あっ！とおどろく未来都市をつく

りたい！」をクリックしてみまし

た。自然から生まれる新しいエネル

ギーの可能性、というのが出てきま

して、ちょっと意外で、建築をバッ

クグラウンドにもつ私と、経済産業

省の担当する分野の違い、というと

ころでしょうか。ここで、さらに

「経済産業省ではどんな未来都市を

つくろうとしているの？」クリック

しますと、スマートコミュニティー

に、言及していました。コンピュー

ターによる管理と、電気を無駄なく

使うというエネルギー政策にかかる

ことが、語られています。エネル

ギー政策は、我々の生活に欠かすこ

とのないことであり、さらには、地

球環境問題ともかかわることですか

ら、子供のころから、意識を持って

もらう、ということは、大切なこと

でしょう。電力メーターをスマート

メーターとし、街全体の電力消費状

況がオンタイムでわかるというコン

ピューターによる管理の便利さや無

駄の排除につながる見える化といっ

た具体例が紹介されていました。

　今度は、「いろんなものをデザイ

ンしたい！」を見てみました。クー

ルジャパン、という文字が飛び込ん

できました。これも、ちょっと、意

外な感じがしました。デザイン、と

いう言葉を聞くと、どうしても、も

のをつくったり、何かをしたりと、

なにがしかの価値を生み出す行為に

想いがちですが、ここでは、日本に

は魅力的なものがいっぱいあるとい

う紹介の中で、そういうものは、日

本人が生み出してきた、つまりは、

デザインをしてきた世界的にも認め

られた文化の数々である、という脈

絡で、デザインという言葉が使われ

ているのかな、と想像しました。

　また、サイト内検索ができるよう

になっていましたので、ためしに、

「建築」、というワードで検索して

みました。

　トップに出てきたのは、「建築物

のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律案」関係でした。今国会への

提出法案で、建築物への省エネ基準

の適合義務化という内容が紹介され

ています。建築に携わる者にとって

重要なルールとなります。次に、

「農業ドームと建築基準法の関係が

明確になりました」というものでし

た。不勉強で、申し訳ないのです

が、産業競争力強化法に基づく「グ

レーゾーン解消制度」を活用し、

事業所管大臣である経済産業大臣・

農林水産大臣が、規制所管大臣であ

る国土交通大臣への確認を経て、特

殊発泡ポリスチレンを活用した農業

ドームについて、通常の屋内用途に

供さず、天井部が取外し自由である

場合など建築基準法上屋根とみなさ

れないと判断できる場合は、建築物

ではないと解して支障がない、とい

う回答を掲載しているものです。次

が、総合資源エネルギー調査会 省エ

ネルギー・新エネルギー分科会 省エネ

ルギー小委員会 建築材料等判断基準

ワーキンググループ‐サッシ及びガラ

スに関するとりまとめ、というもので

した。とりまとめも掲載されていま

す。つい先日、このとりまとめを行っ

た委員の先生から、外皮負荷がエネ

ルギー消費に大きな影響を与える、

という講義を聞いたばかりだったこ

ともあり、興味深い情報でした。

　そのほかにも、いろいろと、建築

にかかる情報が掲載されており、経

済産業省が、建築生産分野にも、深

く関わっているということを認識し

た次第です。
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